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団体受検を団体経由で電子申請する場合 （予防技術検定）  

  団体受検を団体経由で電子申請する場合、以下の流れで行います。 

 

① （一財）消防検定研究センターのホームページ 

 

※貼り換え予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当センターのホームページ

（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）より 

 

をクリックします。 

画面遷移し、「②電子申請トップ」画面が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/
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② 電子申請トップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②電子申請トップ 

画面にて、電子申請または、受検票ダウン

ロードを行います。 

 

団体で申請する場合は、「インターネットに

よる団体受検申請の を押

すと、③団体申請トップ画面に遷移しま

す。 

 

※システムメンテナンス中は、電子申請す

ることが出来ません。 

（毎週土曜日午前３時００分から午前５時０

０分まで） 
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③ 団体申請トップ 

 

④ 団体代表者トップ 

 

③団体申請トップ 

団体代表者向けより、 を押し

てください。 

「④団体代表者トップ」画面に遷移します。 

 

 

を押すと、団体受付におけ

る個別払込みを行う、お支払画面に遷移し

ます。 

 

 

を押すと、②電子申請トッ

プ画面に戻ります。 

 

 

 

④団体代表者トップ 

【予防技術検定】 

団体受付で電子申請する方は

を押してください。電子

申請の⑤願書情報入力様式のダウンロー

ド画面に遷移します。 

 

画面対話側で、電子申請する方は 

を押してください。 

電子申請の⑯団体コードの確認画面に遷

移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【電子申請システム】団体受検を団体経由で 予防技術検定 を電子申請する場合 

 4 

⑤ 団体コード入力 

 

⑥ 団体受付の条件確認 

 

 

⑤団体コードの確認 

団体を登録された際に発行される団体コー

ドを確認します。 

団体登録をした都道府県、団体コード、団

体確認キー、団体代表者キーを入力しま

す。 

すべて、必須項目です。 

 

上記の項目について、すべて入力または

選択して、 を押してください。 

「⑥団体受付の条件確認」画面に遷移しま

す。 

 

を押すと、④団体代表者トップ

画面に戻ります。 

 

 

 

 

⑥団体受付の条件確認 

団体受付は、以下の３つの条件を満たした

場合にのみ、可能となります。 

すべて、必須項目です。 

 

[1.団体経由により電子申請することの確

認] 

[2.団体代表者情報の登録について] 

[3.受験票の印刷について] 

 

上記の項目について、すべてチェックまた

は選択して、 を押してください。 

「⑦利用許諾」画面に遷移します。 

 

を押すと、⑥団体コードの確認

画面に戻ります。 
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⑦ 利用許諾 

 

⑧検定日入力 

 

 

 

 

 

⑦利用許諾 

利用許諾を確認していただいて、同意され

る方のみ、電子申請が利用できます。 

 

同意する場合は、 を押してくださ

い。 

「⑧検定日入力」画面に遷移します。 

 

 

 

同意しない場合は、 を押してくだ

さい。 

「④団体代表者トップ」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

⑧検定日入力 

申請する検定日を和暦で入力してくださ

い。 

 

を押すと⑳団体情報の入力／

変更画面に遷移します。 

 

を押すと、⑱利用許諾画面に戻

ります。 
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⑨ 団体情報の入力／変更 

 
 

⑩ 団体情報の確認 

 

⑨団体情報の入力／変更 

団体コード／団体名が正しいことを確認し

て、 

郵便番号、住所、電話番号、担当者氏名、

メールアドレス、メールアドレス（確認）を入

力して、 を押すと、 

「⑩団体情報の登録確認」画面に遷移しま

す。 

 

入力項目は、すべて必須入力です。 

 

を押すと、⑦検定日入力画面

に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩団体情報の登録確認 

団体コード、団体名、郵便番号、住所、電

話番号、担当者氏名、メールアドレスに誤

りがないことを確認します。 

 

誤りが無ければ、 を押して 

「⑪団体情報の登録完了(入力案内メール

送信)」画面に遷移します。 

 

を押すと、 

「⑨団体情報の入力／変更」画面に遷移し

ます。 
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⑪団体情報の登録完了(入力案内メール送信) 

 

⑫団体一括申請登録用ページのご案内メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪団体情報の登録完了(入力案内メール

送信) 

 

⑧団体情報の入力／変更画面で入力した

メールアドレス宛に「団体一括申請登録用

ページのご案内」のメールが送信されま

す。 

 

内容を確認した、タブまたはプラウザを閉

じて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫団体一括申請登録用ページのご案内メ

ール 

 

メール本文内の URLをクリックすると 

⑬団体一括登録一覧画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【電子申請システム】団体受検を団体経由で 予防技術検定 を電子申請する場合 

 8 

⑬団体一括登録一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬団体一括登録一覧 

本画面から複数の申請者を登録すること

が可能です。 

 

ボタンを押すと、団体情報の修正を行うこ

とが可能です。 

(利用に関しては、⑨団体情報の入力／変

更画面と同様) 

 

申請者の種類に応じて、以下の 4つのボタ

ンを選択してください。 

 

 

はじめて受検される方、または前回受検時

から「氏名」が変更されている方の受検申

請はこちらから申込みを行ってください。 

⑭検定区分選択画面に遷移します。 

 

 

過去に合格されている検定種類がある方

の受検申請はこちらから申込みを行ってく

ださい。 

⑮前回受検データ入力画面に遷移しま

す。 

 

 

受検履歴はあるが合格していない方の受

検申請はこちらから申込みを行ってくださ

い。 

⑯前回受検データ入力画面に遷移しま

す。 
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⑭検定区分選択 

 

⑮前回受検データ入力 

 

⑯前回受検データ入力 

 

 

⑭検定区分選択 

受検したい検定日、受検地、電子申請受

付期間を確認して、検定区分のリンクを選

択すると、⑰願書情報入力画面に遷移し

ます。 

 

 

 

 

 

 

⑮前回受検データ入力 

対象となる前回受験（合格）の情報を入力

してください。 

ボタンを押すと⑭検定区分

選択画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯前回受験データ入力 

対象となる前回受験（不合格）の情報を入

力してください。 

を押すと⑭検定区分選択

画面に遷移します。 
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⑰願書情報入力 

 

⑰願書情報入力 

受検申請者の願書情報を入力します。 

 

【受検情報】 

・検定区分、受検地が間違っていないこと

を確認します。 

・受検資格／科目免除について、プルダウ

ンから選択します。 

 

【申請者情報】 

フリガナ、氏名、生年月日、郵便番号、住

所、自宅電話番号又は携帯電話番号、勤

務先等連絡先、連絡先電話番号（携帯電

話も可）、内線、職業・学校等、メールアド

レス、メールアドレス確認を入力・選択しま

す。 

 

【合格履歴】 

合格履歴がある場合は、合格履歴情報が

表示されます。 

 

すべての入力・選択が終了したら、

を押してください。 

・選択した受検資格／科目免除について

証明書類が必要な場合は、⑱アップロード

画面に遷移します。 

・上記以外の場合は、願書情報確認画面

から⑲団体一括登録一覧画面に遷移しま

す。 

 

を押下すると、⑭検定区分選択

画面に戻ります。 
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⑱証明書類アップロード 

 
 

・ファイルアップロード用画面(ポップアップ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑱証明書類アップロード 

⑰願書情報入力にて証明書類が必要な場合に証

明書類アップロード専用の画面が開きます。 

既得免状については当センターで管理済みなの

でアップロードは不要です。 

表示される書類をアップロードするには、

ボタンを押してファイルアップロード用画面を開い

てください。 

 

下部のリストにアップロードされたファイルが表示

されますので、問題なければ ボタンを

押してください。 

願書情報確認画面に遷移します。 

 

ファイルアップロードの方法として、以下の 3 つの

方法があります。 

1. ファイルを選択 

エクスプローラが開きますので該当ファイル

を選択してください。 

2. ファイルをドロップ 

別で開いているエクスプローラなどからファイ

ルを表示される枠内にドラッグしてください。 

3. カメラで撮影する 

カメラ撮影が可能です。 

※携帯電話の場合は「ファイルを選択」のみ表示

され、メーカーに準拠したファイル選択＋カメラア

プリが起動します。 

下部のリストにアップロードされたファイルが表示

されますので、問題なければ、 ボタ

ンを押して前画面に戻ります。 

を押すと、アップロードしたファイルは

取り消しされた状態で前画面に戻ります。 
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⑲団体一括登録一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲団体一括登録一覧 

申請者の登録を行うと、本画面に戻り、登

録済み申請者の一覧が表示されます。 

 

ボタンを押すと、 

一覧のチェックボックスが ON になっている

申請者の削除が可能です。 

 

 

ボタンを押すと、 

⑰願書情報入力画面に遷移し、選択した

申請者の情報を修正する画面が開きま

す。 

 

ボタンを押すと、 

登録中の申請者の情報を保存し、画面を

閉じることが可能です。 

再開する場合は、団体一括申請登録用ペ

ージのご案内メールの URL を再度、クリッ

クしてください。 

 

全ての申請者を登録した状態で、 

ボタンを押すと、 

⑳決済方法選択画面に遷移します。 
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⑳決済方法選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳決済方法選択 

全ての申請者の登録が終わったら、本画

面で「団体一括払込」か「受検者個別払

込」かを選択して、 を押してくだ

さい。㉑団体受付願書情報確認へ遷移し

ます。 

 

で⑲団体一括登録一覧へ戻り

ます。 
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㉑団体受付願書情報確認 

 

㉑団体受付願書情報確認 

願書情報入力画面で、入力した願書情報

が正しいことを確認します。 

団体電子申請受付番号は、願書情報を登

録した時点で自動的に付番されます。 

問合せ時に必要となります。 

を押下すると、Excel一括登録

の場合は⑳決済方法選択画面に戻りま

す。 

【検定手数料のお支払い手続きについて】 

検定手数料のお支払いは、以下の方法があ

ります。 

 

・ペイジー（ATM、インターネットバンキング） 

・コンビニエンスストア 

※ 現金での払込みの場合、ペイジー決済

では、ATM から１０万円を超える現金の

振込はできません、コンビニエンスストア

決済では３０万円が上限額となります。 

※ 分割不要の場合、分割不要にチェック

し、画面下部の を押下

すると⑰決済画面に遷移します。 

 

※ 分割支払いを希望する場合、 

”○○を想定して分割”にチェックし、 

上限額単位での行の を 

押下すると決済申込確認画面に遷移 

するので、全分割分の手続きを行ってく 

ださい。 

※決済申込確認は別資料となります。 

全行の処理が完了すると、画面下部の

ボタンが「次へ」ボタンに変更されるの

で、押下して完了画面に遷移してくださ

い。尚、決済の一部が完了し、未決済が

ある状態で本画面を閉じた場合は、⑬

団体受付状況確認画面から再手続きが

可能です。 

全て未決済の状態で本画面を閉じた場

合は、再度、取り込みを行って下さい。 

file://///Server4/現在業務/NEC情報サービス/SB/SB_WEB_電子申請システム/92%20カスタマイズ/202310%20決済拡大/90%20提供資料/20241122_操作マニュアル/05-01_電子申請システム_操作マニュアル/01_原稿Word/10_決済申込確認_R7.docx
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【印刷について】 

電子申請受付番号は、問合せ時に必要の

ため、メモを取るか、印刷しておく必要があ

ります。 

印刷する場合は、 を押下します。 

印刷画面が表示されるので、印刷ボタンを

押します。 
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㉒仮受付完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒仮受付完了／受付完了 

【仮受付完了】 

検定手数料の支払い方法にペイジー（オン

ライン方式）又はコンビニエンスストアを選

択した場合、仮受付完了となります。 

 

願書情報入力画面で入力したメールアドレ

スに、「仮受付完了メール」が自動的に送

信されます。 

 

仮受付完了は、検定手数料の支払いが完

了していない状態をいいます。 

 

検定手数料の支払が確認された時点で受

付完了となり、願書情報入力画面で入力し

たメールアドレスに、「受付完了メール」が

自動的に送信されます。 

※支払期限内に手数料が支払われない場

合、申請は無効となります。 
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㉓団体申請各種帳票出力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉓団体申請各種帳票出力 

【団体申請各種帳票出力】 

 

団体申請の各種帳票（申請者名簿、証明

書類等一覧、証明書添付票）を出力しま

す。 

 

団体申請各種帳票出力の

を押してください。 

 

 

「㉔団体コードの確認」画面に遷移します。 
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㉔団体コードの確認 

 

 

㉕団体申請各種帳票出力画面 

 

㉖パスワード入力画面 

 

 

 

㉔団体コードの確認 

団体を登録された際に発行される団体コー

ドを確認します。 

団体登録をした都道府県、団体コード、団

体確認キー、団体代表者キーを入力しま

す。 

すべて、必須項目です。 

※予防技術検定の場合は都道府県に「本

部」を選択してください。 

上記の項目について、すべてチェックまた

は選択して、「認証」を押してください。 

「㉕帳票出力」画面に遷移します。 

 

を押すと、㉓団体代表者トップ

画面に戻ります。 

 

 

㉕団体申請各種帳票出力 

団体申請の各種帳票（申請者名簿、証明

書類等一覧、証明書類個票）が出力できま

す。 

 

出力帳票の、各 を押してくださ

い。 

帳票が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

㉖パスワード入力 

【パスワード入力】 

各種帳票は保護されています。文書を開く

パスワードを入力して下さい。 

※ パスワードは消防検定研究センターの

本部にお問い合わせください。 

 



【電子申請システム】団体受検を団体経由で 予防技術検定 を電子申請する場合 

 19 

㉗各種帳票 

団体電子申請者名簿 

 

 

提出用証明書類一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉗各種帳票 

【団体電子申請者名簿】 

電子申請受付番号、名前、生年月日、受

検地、検定区分、複数受検、併願受検、住

所、電話番号、登録メールアドレス、申請

方法、申請状況がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出用証明書類一覧】 

電子申請受付番号、氏名、検定区分、受

検資格、科目免除、必要な証明書類、免

状番号、既得免状種類がわかります。 
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受検資格等証明書類添付票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘受検票ダウンロード 

 

【受検資格等証明書類添付票】 

各種証明書類等を添付する様式です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘受検票ダウンロード 

【受検票ダウンロード】 

電子申請にて団体受付を行った申請者の

受検票は、代表者が一括してダウンロード

することになります（検定の概ね１０日前か

らダウンロード可能です。）。 

 

団体受付受検者情報の、 を

押してください。 

 

 

を押すと、②電子申請トップ画

面に戻ります。 
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㉙団体受付受検者情報入力画面 

 

 

㉚パスワード入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙団体受付受検者情報の入力 

【団体受付受検者情報入力】 

団体電子申請受付番号、団体登録した都

道府県、団体コード、団体確認キー、団体

代表者キーを入力して、 を

押します。 

受検票は、PDF ファイルで作成されます。 

※PDF ファイルを作成するためには、

Adobe Acrobat Readerが必要です。 

 

を押下すると、㉘受検票ダウン

ロード（個人）画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

㉚パスワード入力 

【パスワード入力】 

受検票は保護されています。文書を開くパ

スワードを入力して下さい。 

※ パスワードは消防検定研究センターの

本部にお問い合わせください。 
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㉛受検票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉛受検票 

受検票は、団体受付した全員分が出力さ

れます。 

検定日当日には、受検票を持参してくださ

い。 

受検票には、写真の貼付（糊付け）が必要

です。 
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㉜領収書ダウンロード 

 

 

㊸団体受付受検者情報入力画面 

 

㉜領収書ダウンロード 

【領収書ダウンロード】 

電子申請にて団体受付を行った申請者の

領収書は、代表者が一括してダウンロード

することになります（検定翌日から翌年度

末までダウンロード可能です。）。 

 

団体受付受検者情報の、 を

押してください。 

 

 

を押すと、②電子申請トップ画

面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

㊸団体受付受検者情報の入力 

【団体受付受検者情報入力】 

団体電子申請受付番号、団体登録した都

道府県、団体コード、団体確認キー、団体

代表者キーを入力して、 を

押します。 

領収書は、PDF ファイルで作成されます。 

※PDF ファイルを表示するためには、

Adobe Acrobat Readerが必要です。 

 

を押下すると、㊷領収書ダウン

ロード（個人）画面に戻ります。 
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㉞パスワード入力画面 

 

 

 

 

 

㉟合算書／領収書 

 

 

 

㉞パスワード入力 

【パスワード入力】 

領収書は保護されています。文書を開くパ

スワードを入力して下さい。 

※ パスワードは消防検定研究センターの

本部にお問い合わせください。 

 

 

 

㉟合算書／領収書 

１申請で分割決済した単位で内訳が出力

される合算書が最初に出力され、 

以降に受検者単位での領収書が出力され

ます。 

※画像は消防設備士のものです。 

 

 

 

 

 

 

 


